[bookmark: _k8d7o89ukjlh]データ提供に関する同意書（コンサル用）

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社または●●事業者（以下「乙」という。）は、乙が甲に対して実施するコンサルティング業務（以下「本業務」という。）に関連し、甲が乙へ提供するデータ等の取扱いについて、以下のとおり同意する。

[bookmark: _vh705gbwis1n]第1条（目的）
本同意書は、甲が乙へ提供する業務情報、営業情報、顧客情報、財務情報、システム情報その他の各種データの利用条件及び管理方法を定め、適正なコンサルティング業務遂行を図ることを目的とする。

[bookmark: _64eatqz3qtuq]第2条（提供データの範囲）
1. 甲は、本業務遂行に必要な範囲で、次の各号に定めるデータを乙へ提供することができる。
(1) 売上、利益、原価その他の財務関連データ
(2) 顧客属性、購買履歴、営業情報等のマーケティング関連データ
(3) 業務フロー、組織体制、社内運用情報
(4) Webサイト、広告運用、アクセス解析その他のデジタル関連データ
(5) システムログ、運用実績その他業務分析に必要なデータ
(6) その他、本業務遂行上必要と認められるデータ
2. 前項のデータには、書面、電子ファイル、クラウド共有データ、CSVデータ、画像、録音、録画その他一切の記録媒体を含むものとする。
3. 
[bookmark: _qnajufl8znqa]第3条（利用目的）
乙は、甲から提供を受けたデータを、本業務遂行の目的に限り利用するものとし、甲の事前承諾なく、他の目的に利用してはならない。

[bookmark: _ms8f9levb41r]第4条（秘密保持）
1. 乙は、甲から提供を受けたデータ及び本業務に関連して知り得た情報を秘密として厳重に管理し、甲の事前承諾なく第三者へ開示または漏えいしてはならない。
2. 乙は、本業務遂行上必要な範囲に限り、自己の役員、従業員または再委託先に対して情報を開示できるものとする。この場合、乙は当該者に対し、本同意書と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。
3. 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 提供時点ですでに公知であった情報
(2) 提供後、乙の責によらず公知となった情報
(3) 提供前から乙が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
4. 
[bookmark: _epacp35ayaim]第5条（個人情報の取扱い）
1. 提供データに個人情報が含まれる場合、甲及び乙は、個人情報保護法その他関連法令を遵守するものとする。
2. 乙は、個人情報を適切に管理し、不正アクセス、漏えい、滅失または毀損の防止に必要な安全管理措置を講じるものとする。
3. 乙は、個人情報を第三者へ提供してはならない。ただし、法令に基づく場合を除く。
4. 
[bookmark: _xk3xnfngm47m]第6条（データ分析及び成果物）
1. 乙は、提供データを分析し、本業務に関連するレポート、提案書、分析結果その他の成果物を作成することができる。
2. 前項の成果物に関する著作権その他の知的財産権の帰属については、別途契約に定める場合を除き、乙に帰属するものとする。ただし、甲が従前から保有するデータ及び情報の権利は甲に留保される。
3. 乙は、甲を特定できない形に加工した統計情報について、自社実績、ノウハウまたは分析資料として利用できるものとする。
4. 
[bookmark: _i0b53ms8sfe5]第7条（データの管理）
1. 乙は、提供データについて、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
2. 乙は、提供データへのアクセス権限を必要最小限に制限し、適切なセキュリティ対策を実施するものとする。
[bookmark: _1dq7a1izq2qn]第8条（返還及び削除）
1. 本業務終了後または甲から要請があった場合、乙は、甲から提供を受けたデータを速やかに返還または削除するものとする。
2. 前項にかかわらず、法令上保存義務があるデータについては、当該義務の範囲内で保存できるものとする。
3. 
[bookmark: _bqexltrhtev6]第9条（免責）
1. 乙は、甲から提供されたデータの正確性、完全性、有効性または最新性について保証するものではない。
2. 乙は、甲から提供された不正確または不完全なデータに起因して生じた損害について責任を負わないものとする。
3. 天災、通信障害、システム障害その他乙の合理的支配を超える事由により発生した損害について、乙は責任を負わないものとする。
4. 
[bookmark: _nzv4czfhhckj]第10条（損害賠償）
甲及び乙は、本同意書に違反し、相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り賠償責任を負うものとする。

[bookmark: _sr2cyv1da365]第11条（有効期間）
本同意書の有効期間は、本同意書締結日から本業務終了後3年間とする。ただし、秘密保持義務については、本同意書終了後も存続するものとする。

[bookmark: _rbfrzj67kl14]第12条（協議事項）
本同意書に定めのない事項または疑義が生じた場合、甲及び乙は誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

[bookmark: _xe3i5215yd5p]第13条（合意管轄）
本同意書に関して紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本同意書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各1通を保有する。

年　　　月　　　日
[bookmark: _eaoxfzul1fpb]
[bookmark: _qdpasi5166c4]甲
会社名：
所在地：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　印

[bookmark: _6lckvigmynje]
[bookmark: _lt0sl0742qjl]乙
会社名：
所在地：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　印

